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2024 年度刑法第１問・解答例 

 

第１ Ｘ及びＹがそれぞれＡの顔面や腹部を手拳で数発殴打した行為（以下

「第１暴行」という。） 

１ 第１暴行につき、次に述べるとおり、Ｘ及びＹに暴行罪の共同正犯（刑法

（以下、法令名省略）２０８条、６０条）が成立し得る。 

２ 「共同して犯罪を実行した」（６０条）といえるためには、共謀及びそれ

に基づく実行が必要である。 

 本件においてＸＹ間では、Ａに対して暴行を加えることについて事前の謀

議などは存在しない。しかし、ＸとＹは友人同士であり、お互いの意思を汲

み取りやすい関係にあった。そして、Ａと接近する際に、Ａに対してＸは

「なんだ。」と声をかけ、Ｙも「やるのかコラ。」と好戦的な態度をとってい

た。その上、ＸがＹの方を見て頷くと、Ｙも頷き返した後に、同時にＡに殴

りかかったことからすれば、Ａに暴行を加えることにつき、黙示の現場共謀

があったといえる。そして、その共謀に基づいてＡに、顔面や腹部を手拳で数

発殴打するという有形力を行使しており、暴行の実行行為を行ったといえる。 

３ したがって、第１暴行につき、Ｘ及びＹに暴行罪の共同正犯が成立する。 

第２ ＸがＡの顔面を手拳で１発殴打した行為（以下「第２暴行」という。） 

１ 第２暴行についても、Ａに対して有形力を行使しているから、Ｘに暴行罪

が成立する。 

２ 共謀の射程 

 ⑴ 第２暴行をＹが行ったわけではない。そこで、第２暴行には、上記共謀

の射程が及んでおらず、Ｙに帰責できないのではないか。 

 ⑵ 共犯の処罰根拠は、自己の行為が結果に対して因果性を与えた点に求め

られる。そうだとすれば、共謀の射程が及ばない場合とは、共謀と結果と

の間の因果性が欠ける場合をいう。そして、因果性が欠けるか否かは、日

時・場所、被害者、行為態様、保護法益、故意、動機・目的等を総合的に

考慮して因果性を否定するほど、共謀と第２暴行との間に重大な齟齬があ

るかで判断する。 

 ⑶ 本問では、第２暴行は第１暴行の近所で行われていることから、場所的

に接着している。また、問題文からは明らかではないが時間的にも大きく

離隔するものではないから、第１暴行と第２暴行は連続性のある行為であ
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る。そして、第１暴行とは異なり、第２暴行は小学校のときの恨みを晴ら

す目的でＡを殴っているが、Ａを暴行するという共謀内容から外れるもの

ではない。 

 ⑷ したがって、第２暴行は共謀の射程内といえる。 

３ Ｙの共犯関係の解消の有無 

 ⑴ もっとも、Ｙは第１暴行後にその場を立ち去っていることから、共犯関

係の解消が認められないか。 

 ⑵ 共犯の処罰根拠は上記のとおりであるから、後の結果と自己の行為との

因果性が断ち切られたと評価できれば共犯関係の解消を認めても良い。こ

のことから、共犯関係の解消を認めるためには、因果性の除去が必要であ

る。そして、因果性の除去は物理的因果性・心理的因果性の両面から検討

する。 

 ⑶ Ｙは、急用で行かなければならない旨を告げて「また会おうな。」など

といっており、Ｘも「今度はゆっくり話そうな。」などと応答しているこ

とから、ＸはＹが離脱することにつき、承諾を与えているといえる。しか

し、第１暴行によってうずくまっているＡに対して、Ｙは何ら物理的因果

性を除去する行為を行っていない。また、なおも攻撃を加えようとしてい

たＸに対して心理的因果性を除去したともいえないから、共犯関係の解消

は認められない。 

 ⑷ したがって、Ｙは第２暴行についても、共同正犯の罪責を負う。 

第３ 第１暴行と第２暴行の関係、傷害結果の帰責 

 Ａが小学校の同級生であることにＸが気付いて第１暴行をやめたものの、

Ａに対して暴行を加えるという意思は、第１暴行、第２暴行に共通してお

り、第１暴行と第２暴行は、時間的・場所的に接着している。これらのこと

から、第１暴行と第２暴行は、一個の行為として評価すべきである。 

 本問では、顔面打撲の傷害結果が第１暴行、第２暴行どちらに起因するも

のか不明だが、第１暴行と第２暴行が一個の行為であるから、傷害結果はＸ

及びＹに帰責される。 

 したがって、Ｘ及びＹには、暴行罪の結果的加重犯たる傷害罪（２０４

条）の共同正犯が成立する。                 以 上 


